
10 

 

  以下の通りの取扱いとなる。 

 

 

（送迎加算） 

問22 １回の送迎につき、10人の送迎を行っているが、そのうち１人について

同一敷地内への送迎を行った場合、全員について所定単位数の70％を算定

するのか。 

（答） 

 同一敷地内の者についてのみ、所定単位数の70％を算定する。 

 

２．訪問系サービス 

 

（１）居宅介護 

（同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算①） 

問23 月の途中に、「同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減

算」の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の

全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

（答） 

 利用者が、減算対象となる建物に入居した日から退去した日までの間に受けた

サービスについてのみ、減算の対象となる。 

 

（同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算②） 

問24 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同

一建物居住者」として判断してよいか。 

（答） 


